
 

 

 

 

 

＜住宅改修希望者向け＞ 

◇米沢市住宅改修アドバイザー事業とは・・・ 

 

 

 

 

◇米沢市住宅改修アドバイザー事業を推奨する方 

以下のような方に米沢市住宅改修アドバイザー事業を推奨します。 

① 状態が変化した方 

例えば・・・要介護認定が変わった方（要支援⇒要介護など） 

      転倒して、歩行・立ち座り・跨ぎに不安がある。 

 

② 自分に合う改修にしたい方 

例えば・・・リハビリ専門の方に自分の様子を見てもらって、手すりなどを設置したい。 

 

③ 住宅改修のみを使う方 

例えば・・・現状、他の介護サービスは必要ないが、家の中に手すりなどを設置したい。 

 

※これらは、一例ですので、利用希望の際は、担当ケアマネジャーとご相談ください。 

※アドバイザー制度ご利用にあたって、利用者の自己負担はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面に続く 

介護保険で住宅改修を希望する方で、専門的な視点での助言・指導を受けたい方に対して、市か

ら作業療法士等のリハビリの専門職を「米沢市住宅改修アドバイザー」として派遣し、より適切な

住宅改修の支援と本人の自立支援に繋げることを目的とした事業です。 

米沢市 高齢福祉課 介護認定給付担当  

電話番号 0238-22-5111（内線 3905） 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当ケアマネジャーと住宅改修について相談し、アドバイザー事業利用の申し込みをする。 

郵送されてきた利用決定通知を受け取り、担当ケアマネジャーに受け取ったことを報告する。 

 

★改修前に自宅に訪問するアドバイザーから、施工業者、ケアマネジャーと共に本人に最適な改修の助言を 

受ける。 

郵送されてきた事前申請に対する結果を確認し、ケアマネジャーに報告する。 

★改修後に自宅に訪問するアドバイザーから、改修の確認と使い方などの助言を受ける。 

住宅改修アドバイザーが作成した「アドバイザー事業実施報告書」に署名をする。 

ケアマネジャーが完成報告書を提出し、市の審査の後決定通知が送付される。 

※支給額、支給日をご確認ください。 

 

ケアマネジャー・アドバイザーと事前確認訪問を受ける日の相談をする。 

ケアマネジャー・アドバイザーと事後確認訪問を受ける日の相談をする。 

住宅改修 着工 

住宅改修事前申請の申込みをする。 


